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はじめに

覚せい剤取締法違反による検挙者数は年間1万人を超え、同一罪
名の再犯者率は60%を超える高い状態が続いています。繰り返さ
れる薬物事犯の背景には、薬物依存症（国際的な診断基準のある精
神障害のひとつ）が関与していると考えられています。

2016年6月には薬物使用等の罪を犯した者を主たる対象者とす
る「刑の一部執行猶予制度」が施行され、刑期の途中から社会に出
て、再犯を防ぐ支援や治療を受けながら立ち直りを支援していく制
度がスタートしました。そして、続く12月には、「再犯防止推進法」
が施行され、矯正施設に収容されている間のみならず、社会復帰後
も途切れることなく必要な指導や支援を受けられるようにする等の
基本理念が明記されました。

薬物依存の背景のある薬物事犯者を支援するにあたり、ダルクな
どの民間支援団体との連携が重要であることは言うまでもありませ
ん。しかし、ダルク利用者の経過については、まとまったデータが
なく、断薬率や再犯率などの基礎資料が不足していました。

本書は、全国のダルク利用者の経過を前向きに追跡した「ダルク
追っかけ調査」という調査研究プロジェクトの成果をまとめたもの
です。薬物依存者の処遇・治療・支援に携わる方々に、ダルク利用
者の実態や経過について正しく理解していただくことを狙いとして
作成されました。

2019年3月
国立精神・神経医療研究センター

精神保健研究所薬物依存研究部
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プ調査では、過去6ヶ月間の薬物・アルコール使用、就労状況、
自助グループへの参加頻度などを尋ねました。初回調査およびフォ
ローアップ調査の詳しい調査項目は、巻末の調査票をご参照くだ
さい。

図1. 対象施設および対象者のフローチャート図

図2. 調査を実施したタイミング

1. ダルク追っかけ調査とは

ダルク追っかけ調査とは、全国のダルク利用者を対象とした追跡
調査（コホート研究）です。ダルク利用者の断薬や就労状況を調べ
ることで、利用者の経過を明らかにすることを目的としています。

まず、2016年7月の時点で活動が確認できた計57団体に調査へ
の協力依頼文書を郵送しました。その後、各施設にアポイントを取
り、実際に施設を訪問し、調査に関する説明を行いました（2016
年7月～9月）。

計57団体のうち46団体（協力率80.7%）から調査への協力依頼
をいただきました。なお、残りの9団体のうち5団体からは協力辞
退の意向があり、4団体からは調査対象となる該当者がいないため
辞退という回答をいただきました。

2016年10月から12月にかけて、協力が得られた計46団体の利
用者（入所者、通所者、および無給職員）を対象に初回調査を実施
しました。初回調査とは、追跡調査の起点となる情報（基本属性、
薬物使用歴、依存重症度など）を対象者本人から取得することを目
的とする調査のことで、ベースライン調査とも呼ばれます。これは
自記式のアンケートにより実施しました。計701名より初回調査の
回答をいただきました。白紙回答等を除いた695名を本書における
分析対象としています。

初回調査の完了後は、6ヶ月に一度のペースでフォローアップ調
査を行いました。フォローアップ調査は、各施設の職員による聞き
取りによって実施されました。本書では初回調査から24ヶ月後ま
でのフォローアップ結果について収載されています。フォローアッ
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図4. 主たる依存薬物

ダルク利用開始時における法的状態としては、満期釈放後
14.5%、執行猶予中（保護観察なし）8.3%、仮釈放中7.5%、執行
猶予中（保護観察あり）4.0%、保釈中1.4%と続いています（図5）。

図5. ダルク利用開始時における法的状態

2. 基本属性

まずは、分析対象となったダルク利用者695名のプロフィールで
す。性別は男性が93.1%、女性が6.9%でした。平均年齢は43.3歳、
最高齢は85歳でした。

主たる依存症は、薬物依存が70.6%、アルコール依存が24.5%、
その他の依存症が4.9%でした（図3）。その他の依存症にはギャン
ブル依存やクレプトマニア（窃盗症）が含まれます。

 図3. ダルク利用者の主たる依存症

主たる依存症が薬物依存であった492名に対して、ダルク利用開
始時に最も問題となっていた物質について尋ねたところ、覚せい剤
が61.2%と最も多く、危険ドラッグ13.2%、処方薬5.9%、有機溶
剤5.9%、大麻4.9%、市販薬4.3%と続きました（図4）。
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図7は、薬物依存者だけに限定した結果です。ダルク利用者には
主たる依存対象がアルコールやギャンブルの方も含まれますので、
薬物依存の対象者だけを純粋にピックアップして断薬率を算出し
ました。結果は、６ヶ月後で87%、12ヶ月後で77%、18ヶ月後で
69%、24ヶ月後で62%と高い状態が保たれていました。

保健所で酒害相談を受けたアルコール依存症患者の断酒率（1年
予後）が26.9%1、精神保健福祉センターで認知行動療法プログラ
ムを受けた薬物依存症患者の断薬率（6ヶ月予後）が54.5%2という
過去の研究報告と比較すると、ダルク利用者の断酒率・断薬率は高
い水準であると言えそうです。

3. 断薬率・断酒率

ここでは、ダルク利用者の断薬率・断酒率についての結果を示し
ます。ここでいう断薬・断酒とは、追跡期間中に一度も薬物（ある
いはアルコール）を使っていない完全断薬のことを指します。

なお、本書では回復（リカバリー）や、回復率といった表現はあ
えて使わないように配慮しました。薬物依存からの回復というと薬
をやめること（つまり、断薬）をイメージする方は少なくありません。
しかし、実際には再使用を繰り返しながらも、薬物を使わない期間
が徐々に長くなり、回復を遂げる人も大勢いらっしゃいます。また

「回復」という言葉も多義的であり、単に薬をやめるだけではなく、
心身の回復、内面的な成長、対人関係の修復、社会への参加など多
面的に捉えることが必要となります。

とはいえ、薬物依存者の処遇・治療・支援に携わる方々、あるい
は当事者家族の方々の中には、断薬率や断酒率の実際について知り
たいというニーズがあることも事実です。

そこで本書では、断薬率は、依存症からの回復における要因のひ
とつに過ぎませんが、依然として十分な情報が得られていない重要
指標として捉えています。

図6は、24ヶ月後までの断薬率・断酒率の変化をみたものです。
ダルク利用者の断薬率は、６ヶ月後で88%、12ヶ月後で77%、
18ヶ月後で70%、24ヶ月後で63%と高い水準を保っています。一
方、断酒率は断薬率を下回り、６ヶ月後で80.7%、12ヶ月後で
67.6%、18ヶ月後で61.6%、24ヶ月後で56%という結果になりま
した。

図6. 断薬率・断酒率（全員） 図7. 断薬率・断酒率（薬物依存）
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4. 再使用率

ダルク追っかけ調査では、6ヶ月を単位にスタッフの聞き取り調
査によって、アルコールや薬物の再使用状況を確認しています。つ
まり、自己申告に基づく測定ということになりますので、当然、正
直に答えたくないという心理が働き、過少申告となる可能性は否定
できません。

図8および表1に対象者全体の再使用率の推移を示しました。本
書では、6ヶ月ごとの区間使用率を示しています。薬物の再使用率
は、6ヶ月後5.3%、12ヶ月後5.8%、18ヶ月後4.0%、24ヶ月後4.5%
でした。いずれの区間も再使用率は低く、薬物の再使用が発生して
いる様子はそれほどなさそうに見えます。ただし、フォローアップ
調査時に連絡がとれなかった人については、再使用に関する情報
がないため「不明回答」をどのように扱うかによっても、再使用率
の算出方法は変わります。不明回答は、6ヶ月後4.7%、12ヶ月後
12.1%、18ヶ月後15.3%、24ヶ月後19.3%と時間の経過とともに
増加していることがわかります。

これらの「不明回答」に対して、「再使用してしまったから、ダル
クから離れてしまい、結果として情報が得られなかったのでは？」
という指摘は否定できません。薬物の再使用率には、不明回答の中
に、再使用ケースも含まれる可能性があります。

一方、アルコールの再使用率は、6ヶ月後12.7%、12ヶ月後
10.8%、18ヶ月後9.4%、24ヶ月後8.5%と薬物の再使用率を上回っ
ていました。

なお、図9には、薬物依存者だけをピックアップした結果を掲載
しています。

表1. 再使用率の推移（対象者全体、n=695)

6ヶ月 12ヶ月 18ヶ月 24ヶ月
薬物の再使用率 5.3% 5.8% 4.0% 4.5%
不明回答 4.7% 12.1% 15.3% 19.3%
アルコールの再使用率 12.7% 10.8% 9.4% 8.5%

図8. 再使用率の推移（全体） 図9. 再使用率の推移（薬物依存のみ）
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5. 断薬継続者の特徴

では、断薬が続いている人にはどのような共通項があるのでしょ
うか。その特徴がわかれば、これから断薬を目指す人にとっても有
益な情報となるはずです。

１つ目の特徴は、「仲間や職員との関係者が良好であること」が断
薬を維持する上で重要であることが明らかになっています。依存症
からの回復という共通の目標をもった仲間や職員との出会い、つま
り良好なフェローシップが断薬を継続するために有効であるといえ
ます。２つ目の特徴は、「回復のモデルとなる仲間の存在」です。自
分もあの人みたいに回復したいなと、先行く仲間と出会うことが断
薬を維持するために必要であることが示されています。一方、プロ
グラム参加の積極性については、前向きであっても、前向きでなく
ても差はありませんでした（図10）。

図10. 仲間・職員との関係性、回復モデルの存在と18ヶ月時点における
　　　断薬率との関係(薬物依存者n=419)

そして3つ目の特徴が、「自助グループへの定期的な参加」です。
NAやAAに定期的に参加している人は、断薬率・断酒率ともに高い
状態を維持していますが、自助グループへの参加頻度が低い人たち
は、断薬率・断酒率も低いという結果が得られています（図11）。

図11.自助グループ参加頻度と18ヶ月後における断薬率・断酒率との
　　　関係（薬物依存n=419、アルコール依存n=169）

＜断薬を継続させる3つの要因＞

▶ 良好なフェローシップ
▶ 回復のモデルの存在
▶ 自助グループへの定期的な参加
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6. 生活上の変化

生活状況、就労状況など、ダルク利用者の生活上の変化について
もみていきましょう。図12は、ダルク利用者の生活拠点の変化を
示したものです。時間の経過とともに、ダルクで生活している人が
減り、自宅で生活を始める人が次第に増えていることがわかります。
これは依存症からの回復が順調に進み、自立的な生活が送れるよう
になっている人が増えていることを示す結果といえるでしょう。

その一方で、他施設に移動となった人、精神的・身体的に具合が
悪くなり入院中の人、薬物の再使用などを理由に警察に逮捕された
人、施設を飛び出して行方不明となった人、そして残念ながら亡く
なってしまった人がいることも事実です。

とはいえ、ダルク利用者における再犯率は驚くほど低いことが示
されています。追跡開始から24ヶ月後において逮捕・勾留・受刑
中だった人はわずか2.7%にとどまります。 

図12. ダルク利用者の生活拠点の変化（6ヶ月～24ヶ月後まで）

図13に未就労率および生活保護受給率の変化について示しまし
た。未就労率、生活保護受給率ともに初回調査から24ヶ月後にか
けて、減少し続けていることがわかります。一方、就労を始める人
が次第に増えていく様子もわかります。特に、一般就労を始める方、
ダルクの常勤職員となる方は増加傾向にあります。このように、ダ
ルク利用開始時には生活保護を受給していた人が、時間の経過とと
もに、生活保護を受けずに自立的な生活が送れるようになっている
ことがわかります。（図14）。

図13. 未就労率および生活保護受給率の変化
（初回調査から24ヶ月後まで）
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図14. 就労率の変化
（ベースラインから24ヶ月後まで）

終わりに

ダルク追っかけ調査にご協力いただきました各施設のスタッフの
皆様、利用者の皆様に、この場をお借りして御礼申し上げます。ダ
ルク追っかけ調査は、今後もフォローアップを継続する予定です。
引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。
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付録　調査票 付　録
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全国ダルク一覧表
名称 所在地 電話

日本DARC 〒162-0055 
東京都新宿区余丁町14-4 AICビル1F

（03）5312-7587
Fax:（03）5312-7588

日本DARC 
インフォメーション
センター

〒162-0055 
東京都新宿区余丁町14-4 AICビル3F
●日本DARCホーム
●日本DARCサンライズレジデンス
●日本DARCナイトハウス
●日本DARCサニーハイツ寮

03-5369-2595
Fax: （03） 5369-2596

日本DARC 
神奈川

〒231-0865 
神奈川県横浜市中区北方町1-21

（045） 624-1585

東京DARC 〒116-0014 
東京都荒川区東日暮里3-10-6

（03） 3807-9978 
Fax: （03） 3803-0509

東京DARC 
セカンドチャンス

〒110-0003 
東京都台東区根岸5-8-16 大空庵ビル2F

（03） 3875-8808
Fax: （03） 3875-8760

Flicka Be Woman
（フリッカ）DARC

〒114-0014 
東京都北区田端6-3-18 
ビラカミムラ301号

（03） 3822-7658
（月火水木）
Fax: 3822-7662

新宿DARC
COA自立の家

〒169-0074 
東京都新宿区北新宿3-5-2 

（03） 5937-5663
【Fax兼用】

板橋DARC
COA自立の家

〒175-0092 
東京都板橋区赤塚3-21-9

（03） 5968-3555
Fax：（03） 5967-1337

渋谷DARC
ヒーリングセンター

東京都世田谷区上馬（住所非公開） （03） 6453-2324
【Fax兼用】

八王子ダルク 〒192-0073 
東京都八王子市寺町43-9 
中銀八王子マンション101号室

（044）686-3988 
Fax：（042） 628-2922

横浜DARC 
デイケアセンター

〒232-0017 
神奈川県横浜市南区宿町 2-44 
宮前ビル 1 階

（045） 731-8666
Fax: （045） 743-4029

川崎DARC 〒211-0044
神奈川県川崎市中原区新城4-1-1 
新城NHビル2 階

（044） 798-7608
Fax: （044） 798-7610

コージープレイス
（女性）

（044） 789-8370

相模原DARC 〒252-0231 
神奈川県相模原市中央区相模原6-23-9-2F

（042）707-0391
Fax: （042） 707-0392

相模原DARC
相模湖リカバリー
センター

〒252-0174 
神奈川県相模原市緑区千木良769-5

（042） 684-9673 
Fax: （042） 684-9674

付　録
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DARC
女性シェルター とちぎ

磐梯DARC
リカバリーハウス

〒966-0402 
福島県耶麻郡北塩原村大塩4459-1
〒966-8779 
福島県喜多方郵便局私書箱21号（郵便物）

（0241） 33-2111 
Fax: （0241） 33-2323

鹿島DARC 〒314-0143 
茨城県神栖市神栖1-6-26

（0299） 93-2486 
Fax: （0299） 93-5508

鹿島DARC
シャロームハウス

〒314-0143 
茨城県神栖市神栖31-6-26

（0299） 93-5507
Fax: （0299） 93-5508

仙台DARC 〒980-0011 
宮城県仙台市青葉区上杉2-1-26

（022） 261-5341
Fax: （022） 261-5340

栃木DARC 〒320-0014 
栃木県宇都宮市大曽2-2-14 形松ビル2 階

（028） 650-5582 
Fax: （028） 650-5597

ピースフルプレイス
（女性）

静岡DARC 〒419-0111 
静岡県田方郡函南町畑毛205-5

（055） 978-7750
Fax: （055） 957-3515

スルガDARC 〒422-8058 
静岡県静岡市駿河区中原931-1 ダルクビル

（054）283-1925
【Fax兼用】

浜松DARC 〒430-0853 
静岡県浜松市南区三島町1807

（053）442-7711
【Fax兼用】

名古屋DARC 〒462-0825 
愛知県名古屋市北区大曽根1-16-6

（052）915-7284
【Fax兼用】

三河DARC 〒440-0871 
愛知県豊橋市新吉町73 先 
大手ビルＥ棟104 号

（0532）52-8596
【Fax兼用】

三河DARC
岡崎デイケアセンター

〒444-0860 
愛知県岡崎市明大寺本町3丁目12
善隣センタービル3階

（0564）64-2349
【Fax兼用】

三重DARC 〒514-0004 
三重県津市栄町3-130

（059）222-7510
【Fax兼用】

岐阜DARC
step house

〒500-8864 
岐阜県岐阜市真砂町11-12 不破ビル4階

（058）201-3555
【Fax兼用】

大阪DARC 〒533-0021 
大阪府大阪市東淀川区下新庄4-21 A-103

（06） 6323-8910
Fax: （06） 6323-8910

Freedom 〒533-0021 
大阪府大阪市東淀川区下新庄4-21 A-105

（06）6320-1463
【Fax兼用】

京都DARC 〒612-0029 
京都市伏見区深草西浦町6丁目1-2 
サンリッチ西浦1階

（075）645-7105
【Fax兼用】

西湘DARC 〒257-0006 
神奈川県秦野市北矢名1225 
テラスハウスヒロ

（0463）77-6755
【Fax兼用】

千葉DARC 〒260-0841 
千葉県千葉市中央区白旗3-16-7

（043） 209-5564 
Fax: （043） 209-5565

館山DARC 〒294-0037 
千葉県館山市長須賀195館山ウィズホール1

（0470） 28-5526 
Fax: （0470） 28-5527

埼玉DARC 〒330-0061 
埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-12

（048） 823-3460 
Fax: （048） 823-3461

埼玉DARC 
川口ホーム

〒333-0847 
埼玉県川口市芝中田1-29-2 
メゾン山口101号

藤岡DARC 〒375-0047 
群馬県藤岡市上日野2594

（0274） 28-0311
Fax: （0274） 28-0313

山梨DARC本部 〒400-0857 
山梨県甲府市幸町9-25

（055） 242-7705
Fax: （055） 242-7706

山梨DARC 
デイケアセンター

〒400-0856 
山梨県甲府市伊勢4-21-1 清水ビル

（055） 223-7774
Fax: （055） 267-8874

富士五湖DARC 
デイケアセンター

〒403-0008 
山梨県富士吉田市下吉田東1-9-1

（0555）72-9760（日中）
（0555）72-8652（夜間）
Fax:（0555） 72-8701

群馬DARC 〒370-0002 
群馬県高崎市日高町144

（027）363-3308
【Fax兼用】

長野DARC 〒386-0155 
長野県上田市蒼久保1522-1

（0268） 36-1525
Fax:（0268） 36-1526

富山DARC 〒931-8371 
富山県富山市岩瀬古志町19-1

（076） 407-5777
Fax: （076） 407-5778

北海道DARC 〒065-0025 
北海道札幌市東区北25条東5丁目1番17号

（011）750-0919
Fax:（011）750-0920

とかちダルク 〒080-0042 
北海道帯広市西12条北1丁目13

（0155） 67-0911
Fax: （0155） 67-0912

青森ダルク 〒030-1272 
青森県青森市小橋田川15-1

（017）718-2090
【Fax兼用】

秋田DARC 〒019-2601 
秋田県秋田市河辺和田字坂本北285-3

（018） 827-3668
Fax: （018） 827-3669

鶴岡DARC 〒999-7544 
山形県鶴岡市中山字瓜沢60-4

（0235） 64-8149 
Fax:（0235） 64-8159

新潟DARC 〒950-1446 
新潟県新潟市南区庄瀬6583

（025）378-4031
Fax:（025）378-4032

茨城DARC
「今日一日ハウス」

〒307-0021 
茨城県結城市大字上山川6847

（0296） 35-1151 
Fax: （0296） 35-2448



ダルク追っかけ調査 2018 利用者データブック24 25

大分DARC 〒870-0021 
大分県大分市府内町3-7-19 藤本ビル3F

（097）574-5106
【Fax兼用】

長崎DARC 〒852-8105 
長崎県長崎市目覚町14-15 浜ビル2F

（095）848-3422
【Fax兼用】

宮崎DARC 〒880-0027 
宮崎県宮崎市西池11-36

（0985）38-5099
【Fax兼用】

DARC 
女性ハウス九州

〒880-0027 
宮崎県宮崎市西池11-36

（0985）38-5099
【Fax兼用】

鹿児島DARC 〒892-0848 
鹿児島県鹿児島市平之町3-2 
丸和ビル1F-101号室

（099）226-0116
【Fax兼用】

沖縄DARC
「サントゥアリオ」

〒901-2225 
沖縄県宜野湾市大謝名2-2-10 
サンサン沖縄大謝名ビル 4F

（098） 943-8774
Fax: （098） 943-8281

沖縄DARC アモール
（女性ハウス） 沖縄DARC「サントゥアリオ」まで

沖縄DARC
「クレアドール」

〒901-2221 
沖縄県宜野湾市伊佐 1-7-19

（098）893-8406
Fax: （098） 917-2560

京都DARC 
ネクサス①②

木津川DARC 〒619-0214 
京都府木津川市木津内田山117

（0774）51-6597
【Fax兼用】

神戸DARC
ヴィレッジ

〒651-0068 
兵庫県神戸市中央区旗塚通1-1-20
長坂ハイツ2F

（078）224-4244 
Fax: （078）219-9741

びわこDARC 〒520-0813 
滋賀県大津市丸の内町8-9

（077） 521-2944 
Fax: （077） 521-2977

東近江DARC 〒527-0034 
滋賀県東近江市沖野2-10-7

（0748）26-2713
【FAX兼用】

鳥取DARC 〒681-0001 
鳥取県岩美郡岩美町牧谷645-4

（0857）72-1151
【Fax兼用】

和歌山DARC 〒641-0007 
和歌山県和歌山市小雑賀3-2-12

（073） 496-2680
【Fax兼用】

岡山DARC 〒701-4244 
岡山県瀬戸内市邑久町福中477

（0869） 24-7522 
Fax: 0869-24-7523

広島DARC 〒730-0043 
広島県広島市中区富士見町11-27 一階

（082）242-2157
【Fax兼用】

高知DARC 
インテグレーション

〒780-0870 
高知県高知市本町5-6-35 つちばしビル1Ｆ

（088）856-8106
【Fax兼用】

高知DARC 
女性ハウス「ちゃめ」

香川DARC 〒761-0113 
香川県高松市屋島西町675-8

（050）1581-3146
【Fax兼用】

徳島DARC 〒770-0861 
徳島県徳島市住吉4-3-64 
ラヴィータ博愛パートIII 202 号

（050）1581-3146
【Fax兼用】

えひめDARC 〒791-8013 
愛媛県松山市山城2丁目6-32

（050）1581-3146
【Fax兼用】

九州DARC
デイケアセンター

〒812-0017 
福岡県福岡市博多区美野島2-5-31

（092）471-5140
【Fax兼用】

北九州DARC 
デイケアセンター

〒802-0064 
福岡県北九州市小倉北区片野4-13-30 
片野タカケンビル1階

（093）923-9240
【Fax兼用】

佐賀DARC 〒840-0012 
佐賀県佐賀市北川副町大字光法1648

（0952）28-0121
【Fax兼用】

熊本DARC 〒862-0971 
熊本県熊本市中央区大江2-14-14 
七條ビル101号

（096）202-4699
【Fax兼用】



【研究責任者】

嶋根　卓也　国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物
依存研究部

【研究協力者】

近藤あゆみ　国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物
依存研究部

米澤　雅子　国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物
依存研究部

喜多村真紀　国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物
依存研究部

近藤　恒夫　日本ダルク・NPO法人アパリ
松本　俊彦　国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物

依存研究部

この冊子は、厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業（精神障害分野）「刑

の一部執行猶予制度下における薬物依存者の地域支援に関する政策研究（研究代表

者：松本俊彦）」および厚生労働省「依存症に関する調査研究事業」の成果をもとに

作成されました。

ダルク追っかけ調査2018 −利用者データブック−
印刷・発行：2019年3月31日
編　　　集：国立精神・神経医療研究センター
　　　　　　〒187-8553　東京都小平市小川東町4-1-1
電　　　話：042-346-1954（薬物依存研究部）
メ　ー　ル：shimane@ncnp.go.jp（嶋根卓也）




